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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年７月１６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年７月１日 １２時０９分ごろ 

発生場所 山口県長門市川尻岬北東方沖 

 今岬灯台から真方位３２７°７.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３１.４７′ 東経１３１°０２.９１′） 

事故調査の経過 平成２６年７月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 液体化学薬品ばら積船 東祐
とうゆう

、６９６トン 

 １３２９４７、祐鳳海運株式会社 

   ７６.８７ｍ×１１.２０ｍ×５.００ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２,０５９kＷ、平成４年７月 

Ｂ 漁船 大黒
だいこく

丸、４.９トン 

   ＹＧ３－５５２９０（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.４４ｍ（Lr）×２.８５ｍ×０.８５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２４３kＷ（動力漁船登録票による）、平成６

年１月１３日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６４歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５０年１月２４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２５年１１月１５日 

    免状有効期間満了日 平成３１年５月３１日 

航海士Ａ 男性 ６９歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１年１０月４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２０年１２月２６日 

    免状有効期間満了日 平成２６年１０月３日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５０年２月１８日 

免許証交付日 平成２５年８月６日 

（平成３１年６月１４日まで有効） 
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 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 死亡 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷外板に破損及び脱落 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか４人が乗り組み、空倉で、福井県

坂井市福井港を出港し、山口県徳山下松港に向かった。 

 航海士Ａは、平成２６年７月１日１１時５０分ごろ、川尻岬北東方

沖において、船長Ａから船橋当直を引き継ぐ際、前方の速い同航船と

後方の追い越した同航船及び左右に漁船、また、右舷方近くに漁船が

いるから気を付けるように指示を受けた。 

航海士Ａは、単独で船橋当直につき、自動操舵により針路を２３

３°（真方位、以下同じ。）に設定し、約１３.５ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で航行を続け、右舷方近くの漁船が安全に

通過したのを確認した。 

航海士Ａは、１２時０５分ごろ、私用で携帯電話を掛けていたとこ

ろ、正午位置を航海日誌等に記録することを忘れていたことに気付

き、操舵室後部の海図台上部に設置してあるＧＰＳ受信機の緯度経度

を読み取り、船尾方を向いて海図上で正午位置の推算をし、位置を記

入した後、いつものように船橋当直を続けた。 

Ａ船は、１８時４５分ごろ、徳山下松港に入港した。 

航海士Ａは、その後の海上保安庁の調査の際、１２時０９分ごろ、

川尻岬北東方沖において、Ａ船とＢ船とが衝突していたことを知っ

た。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、はえ縄漁の目的で、１日未明、

山口県長門市通
かよい

漁港を出港し、川尻岬北東方沖の漁場において、操

業を行っていた。 

Ｂ船は、１６時２２分ごろ、長門市青海
お う み

島北方沖５.９Ｍ付近で漂

流しているところを航行中の船舶に発見された。 

船長Ｂは、１８時１７分ごろ付近海域を捜索していたヘリコプター

に発見されて巡視艇に揚収され、死因は溺水による死亡と検案され

た。 

（付図１ 航行経路図、付図２ 航行経路図（拡大図）、付表１ Ａ

船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.５～２.５ｍ 

 その他の事項 

 

Ａ船の本事故時の喫水は、船首約１.２０ｍ、船尾約３.８０ｍであ

った。 

Ａ船の船首方には、見張りの支障となる構造物はなかった。 

航海士Ａは、レーダーを３Ｍレンジで使用し、ヘッドアップ及び、

センターを２Ｍ後方にずらしたオフセンターに設定し、前方が約５Ｍ
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まで映るようにしていた。 

航海士Ａは、１２時０６分ごろから操舵室後部の海図台で船尾方を

向き、ＧＰＳの位置を読み取り、正午位置の記載作業を約５分間行っ

ていた。 

Ａ船は、ＡＩＳ情報によれば、１２時０９分ごろに対地針路が２３

２°から２２８°まで変化し、速力が１３.４kn から１２.３kn まで

落ちていた。 

航海士Ａは、衝突の衝撃、音など何も感じておらず、Ｂ船と衝突し

たことに気付かなかった。 

Ｂ船に備え付けられていた救命胴衣は船室に残されていた。 

Ｂ船は、操舵装置がリモートの位置になっており、遠隔操縦装置の

舵が右舵約１５°、クラッチレバーが前進、スロットルレバーが９目

盛ある４の位置となっていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ船は、川尻岬北東方沖を南西進中、航海士Ａが、見張りを適切に

行っていなかったことから、Ｂ船に気付かずに航行して衝突したもの

と考えられる。 

航海士Ａは、船橋当直中に携帯電話で通話しており、Ｂ船に気付か

なかったことから、その後操舵室後部の海図台で正午位置の記載作業

を行ったものと考えられる。 

Ｂ船は、両船の損傷状況から南西進中のＡ船の船首部とＢ船の左舷

中央部と衝突したものと考えられるが、目撃者がいないことから、衝

突に至る状況を明らかにすることはできなかった。 

船長Ｂの死因は、溺水であった。 

原因  本事故は、川尻岬北東方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船と衝突

したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、常時、周囲の見張りを適切に行うこと。 



 

- 4 - 

付図 1 航行経路図 

 

事故発生場所 

（平成２６年７月１日 １２時０９分ごろ発生） 

×

青海島 

Ａ船 
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付図２ 航行経路図（拡大図） 

 

 

× 事故発生場所 

（平成２６年７月１日 １２時０９分ごろ発生） 

Ａ船 
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  付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

(時:分:秒) 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 

11:49:57 34-34-05.5 131-07-00.0 234 232 13.3 

11:50:06 34-34-04.2 131-06-57.8 234 232 13.3 

11:51:06 34-33-56.1 131-06-45.3 233 232 13.3 

11:52:06 34-33-47.9 131-06-32.6 234 231 13.3 

11:53:16 34-33-38.4 131-06-17.8 233 232 13.3 

11:54:05 34-33-31.6 131-06-07.1 232 232 13.3 

11:55:06 34-33-23.2 131-05-54.3 233 231 13.3 

11:56:05 34-33-14.8 131-05-41.6 234 230 13.3 

11:57:05 34-33-06.7 131-05-29.2 234 231 13.2 

11:58:07 34-32-58.1 131-05-16.1 235 231 13.2 

11:59:07 34-32-49.9 131-05-03.2 234 231 13.2 

12:00:07 34-32-41.6 131-04-50.7 234 231 13.3 

12:01:07 34-32-33.6 131-04-38.2 234 232 13.3 

12:02:07 34-32-25.4 131-04-25.1 232 232 13.3 

12:03:17 34-32-15.8 131-04-10.2 233 232 13.3 

12:04:07 34-32-09.1 131-03-59.8 232 232 13.3 

12:05:07 34-32-01.0 131-03-46.9 234 232 13.4 

12:06:07 34-31-53.0 131-03-34.0 234 232 13.4 

12:07:07 34-31-44.6 131-03-20.5 232 233 13.5 

12:08:07 34-31-36.5 131-03-07.6 233 233 13.5 

12:08:55 34-31-29.8 131-02-56.8 232 233 13.5 

12:09:07 34-31-28.3 131-02-54.6 232 232 13.4 

12:09:16 34-31-26.9 131-02-52.6 231 230 13.0 

12:09:25 34-31-25.9 131-02-51.3 232 229 12.8 

12:09:35 34-31-24.3 131-02-49.0 232 228 12.6 

12:09:45 34-31-22.9 131-02-47.1 231 228 12.5 

12:09:55 34-31-21.5 131-02-45.2 232 228 12.4 

12:10:07 34-31-20.2 131-02-43.4 231 228 12.4 

12:10:17 34-31-18.8 131-02-41.5 231 228 12.4 

12:10:25 34-31-17.4 131-02-39.6 231 228 12.3 

12:10:36 34-31-16.1 131-02-37.7 232 228 12.3 

12:10:45 34-31-14.7 131-02-35.9 232 229 12.3 

12:10:55 34-31-13.4 131-02-33.9 233 230 12.5 

12:11:17 34-31-10.6 131-02-29.4 233 232 13.1 

12:11:25 34-31-09.5 131-02-27.7 233 232 13.2 

12:11:35 34-31-08.2 131-02-25.6 234 232 13.3 

12:11:45 34-31-06.8 131-02-23.4 233 233 13.4 

12:11:55 34-31-05.5 131-02-21.2 232 232 13.4 

（注）船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

 


